
大４ぢき示第 ５２昜

大幟甎業振興ｔ域整備計画を変更す るの で， 農業振興地域の整備に 関す る法律（昭和 ４４年法律第
５８昜） 第１ ３条第４項で準ｍする Ｗ缶第ｎ条第１項の規定に より 告示 し， 作備計画の変Ｔ９１案‾Ｒ、び変ぞす
るミ畆をＥ載 した 害心 を次 によ り縦覧に供す る。

なお，本Ｆの住民は， 整備計画の変更案に対 し意見が ある とき は， 縦覧期間満了 の目 までに，大
時ぢに意見書を４２ｍする こと ができる。

また，整備計画の変更案の うち農ＪＩ地禾りＪＩ 計画の案に係る鳥用地区域にあ る土ｔの所有者そのせ
その土地に関 し権利を有する者は， 農ｍｔ利篦計画の案に対して異議がある とき は， 令和 ７年 ５天ｊ
１５ 口の‾ｔ目か ら起算して１５ロ 八Ｆちｊ にこれをＲｆに申 しｉ るこ とができ る。

令和 ７年 ５大ｊ１日

１　 縦覧期間

自　 令和 ７年 ５大ｊ１ 日　 （木）

至　 令和 ７年 ５　１　１５　日　 （木）

２　 縦覧嘔所

大崎農ｍｊ台利ＪＩ計画の変更案の縦覧場所
大崎 Ｒｆ 役場 農業 振興 セン ター

３　 変更案の内容及び変更ミｒｔｌ

変更する 計画　　　　　　　　　 変更 の内容

次の 土ｔ を農ｍｔから 除外する。
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４（ １）　 提出先

大崎剛役場　 農業振興セン ター

（２ ）　 提出期限

令和 ７年 ５ｊ １５ 日（木）

（３ ）　 提出方法

直接持参，郵便， ファ ック ス， 電子 メールに より 提出する こと。

但し，電話での意見は受け付け ない。

（４ ）　 提出者

意見書を提出でき る者は， 本ぢの区域内に住所を有する者であ り， 本Ｆ内に事務所を有
する 缶人 も含 まれ る。

（５ ）　 記載上の を意点

①個人の場合 にあ って は住 所， た名 八び職業 を， 法人の場合に あっ ては法人名， 代表者

佑‾反び事務所の所在丿也 を必ず記載す るこ と。

②意見の 内容 は， 整備計画の変 １だ案に筒す るも のに ほる こと。

ｌ

（６ ）　 意見書の 句，扱い

意見書に対しては個別の回答は行わず， 次の事項の全てに該售する こと が確認された
意見書について， その要翕‾ｋび処ミ結果を整備計画を変更した回の告示と併せて告示する。

①　意えを提ぷした者がＦの住民である こと。
②　意見のを皀，が整備計獵の変？だ案の縦覧期間内に行われているこ と。
③　を㈹，さ れた意見の対象が整備計画の変更案に係るものである こと。


